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 １．川勝県政3期目の始まり （6月30日～7月31日まで開催） 

熊本地震で被害を受けた

熊本城復旧作業を視察。 

平和記念資料館オバマ

大統領色紙は富士市製。 

宮城県東松島市ＪＲ野蒜

駅。惨状を残し伝承へ。 

富士市内に大手製紙メー

カーがＣＮＦ実証設備を。 

駐日ベトナム大使館にクオ

ン全権大使を表敬訪問。 

ハイライト 

 知事の所信表明では、「政治姿勢は、静岡県を『道
場』とみなし、できる限り現場に入り、現場から学び、現
場が良くなる政策を立てる『現場主義』である。さらに、
「来るものは拒まず 助力は惜しまず 見返りは求めず」
の姿勢を貫き、県発展のため、オールサイドの立場で県
政運営に全力を傾注する。」と述べました。 
 また、「総合計画」は、策定時に目標とした１０年計画
を前倒しして、来年３月までの実質７年１ヶ月で達成す
ると強調し、「次期総合計画」を今年度中に策定すると
しています。県は市町との連携・協働が極めて重要であ
り、「和を以て貴しとなす」の精神で市町と対話を重ね、
強固な信頼関係を構築すると宣言しました。 
 ４年前も引用した「和を以て貴しとなす」ですが、静岡
市との関係は今回の選挙でも大きな争点になりました。 
 さて、「仏の知事になる。」とも表現した今回の公約、
今後、県民から注目されるのは間違いありません。 
 
 県政の喫緊の課題では、「命」を守る危機管理は、平
成３４年度までに８割減少させる減災目標の達成に向
け、「地震・津波対策アクションプログラム２０１３」の、
ハード・ソフトの着実な実行の取り組みを挙げています。 
 「待機児の解消」では、保育園や認定こども園の整備
を進め、家庭的保育事業などの小規模施設を整備す
る場合に、不動産取得税を減免する特例を定める条
例改正が図られました。 
 「障がいのある方への支援」では、「差別解消に係る
専門相談窓口」を設置し、県内各界各層を代表する 

２２４団体が参加する県民会議を設置しました。 
 「世界水準の次世代産業の展開」では、本県の景気
は緩やかに回復しており、有効求人倍率も１．５倍台に
回復しています。しかし、建設や介護・福祉の現場では
企業の人手不足感が顕在化しています。本県経済を
より確かなものとするため、産業成長戦略に基づき、次
世代産業（医療・健康・食品・ＣＮＦなど）の創出と人材
の確保・育成に重点的に取り組むとしています。 
 「中小企業・小規模企業支援」は、県内企業の９９％
を占め、自ら工夫・改善により新たなビジネスチャンス
にチャレンジする小規模企業を支援するとしています。 
 「伊豆半島や過疎地域等における産業振興」では、
事業税や不動産取得税に関する特例を定めます。 
 「観光・通商・外交の実践」では、増加する訪日外国
人観光客を本県に呼び込むための県と地域が立ち上
げる「ＤＭＯ」との連携で、マーケティング戦略による展
開や、クルーズ船の活用などに取り組むとしています。 
 「世界遺産センター」は１２月２３日に開館予定で、
「静岡県富士山世界遺産センター」に決まりました。 
 「スポーツの聖地づくりとスポーツ王国しずおかの復
活」では、「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」など
の本県開催に向け、準備を加速するとしています。 
 
 知事の所信表明から、３期目の政治姿勢や方向性
が示されました。県議会としては「緊張感」を持って、知
事と接していきたいと思います。 

今年度は、常任委員会は、産業委員会  特別委員会は、選挙区等調査特別委員会各委員に就任中 

静岡県浙江省友好提携３５

周年記念式典にて。 
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郷土出身の物理学者戸塚洋

二氏のモニュメントが地元に

誕生。後に続く若い人の刺激

になることを期待。 
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沼川沿いの県道。地盤が弱く

大型車両通過による振動が問

題。改善要望書を元吉原地区

町内会長とともに県へ提出。 

南松野地区を流れる血流川脇

の生活用水や農業用水に関

わる水門整備。増水時の危険

な操作を改善に向け対応中。 

恒例となった「大淵お茶まつ

り」。会場の笹葉地区は富士

山と茶畑の景色で、世界から

注目。今後の活用に期待。 

 ３．６月定例会一般質問登壇の論戦報告   予定時間の2秒を残し、約1時間の当局との熱戦！ 

 ２．常任委員会「産業委員会」での主な論戦から 

経済産業部関係では、「県内経済の動向」、「産業成長戦略

の推進」、「エネルギーの地産地消」、「ふじのくにＣＮＦプロ

ジェクトの推進」、「企業立地促進に向けた取り組み」、「ＡＯＩ

プロジェクトによるビジネス展開の促進」、「ＧＡＰ（農業生産工

程管理）の促進」、「静岡茶の販路拡大に向けた取り組み」、

「静岡県製茶指導取り締まり条例について」、「森林景観整

備の促進」について当局を質しました。 

 「ふじのくにＣＮＦプロジェクトの推進」では、静岡大学で予定

している「寄附講座」の内容についてや、新しく取り組む海外

先進地との連携構築について、コーディネーターを増員する

ことによるそれぞれの役割、ＣＮＦの製品化に取り組む中小

企業支援の実績と課題などを質しました。寄附講座では研

究と人材育成を柱とし、最近県内で大手製紙メーカーが取り

組むテーマとも合致し、また、コーディネーターもその共通

テーマに沿った人材を登用することで、特定のテーマで産官

学の強化が図られたことを確認しました。 

 「ＡＯＩプロジェクトによるビジネス展開の促進」では、この８月

に沼津市に開所する、革新的な栽培技術開発や品種開発

を実施し、農業の飛躍的な生産性向上を図る拠点や、「農・

食・健」「農・商・工」の産業分野や産学官金の幅広い参画を

得て、農業を基軸とした関連産業のビジネス展開を促進する

事業の内容について質しました。また、その結果が県内農業

の現場にどう反映されるのかを確認しました。もともとは、「篤

静岡県議会議員 

鈴木すみよし 
６月議会報告 

農家」の技術を見える化し、他の農家にも反映することが目

的で、今後の展開に注目が集まります。 

 

企業局では、「工業用水道及び水道事業の現状」、「水道施

設更新マスタープランの策定」、「企業局の新たな取り組み

の概要（新プロジェクトの推進）」について質しました。 

 施設の老朽化等により、全面的な更新時期が迫っているこ

とから、県では「水道施設更新マスタープラン」を策定し、

ユーザー数の減少傾向などを踏まえ、「将来水需要」を想定

し適正規模への「ダウンサイジング」が実施されます。 

 「富士川工業用水」は平成３４年度から、「東駿河湾工業

用水」は平成３９年度から更新が始まる予定です。 

 今回の私の質問は、富士地域の同じ給水区域を持つ工水

の合併などにより、効率化を進めユーザーにとっても負担を

下げることができるかというものでした。マスタープラン策定に

あたり、全体では１０案ほどが検討され、私の質問の趣旨を

踏まえた議論がされたと言うことでした。また今後、社会情勢

などにより実施の際に見直すとのことでした。 

 現在は、事業更新に必要な事業費のみが公表されていま

すが、ユーザーが購入する水の単価については、本年度か

ら「長期収支」の算定に入ると言うことで、その後、水の価格

が公になります。今後も、ユーザー負担がどうなるのか、注視

していきたいと思います。 

１．農地中間管理機構と連携した農業振興について  

 農地中間管理機構は、耕作放棄地などを防ぎ、農地を集
積・集約化して効率のよい農業が行えるように、地主から農
地を借り上げ、担い手に貸し出す仕組みですが、進展が思わ
しくありません。５月に公布した改正土地改良法は、機構が
抱える課題を軽減する仕組みですが、県はそれをどのように
活用していくかという質問でした。 
 法改正では、地主が機構に預ければ費用負担なく、土地
改良ができることがメリットと言われています。農地でも平地
にある水田や畑は動きがあるものの、山間部の斜面にある茶
場や果樹園などは土地改良しにくく、使いにくいので動きが悪
いのが現状でした。県は、貸し手と借り手のマッチングを進め
るために、農地情報をさらに得やすくする、農地利用最適化
推進員の活動を支援するとしています。また、法改正により
貸し手・借り手双方にメリットがある仕組みを積極的に広報
し、県事業として基盤整備も積極的進めます。 
 
２．ＣＮＦ（セルロース ナノ ファイバー）支援の現状と課題について  

 ＣＮＦ支援の現状と課題について、知事自ら答弁し県の積

極的な取り組みをアピールしました。本県を「ポスト炭素繊
維」の新素材であるＣＮＦの世界的な拠点を目指し、「ＣＮＦを
活用した製品開発の支援」、「製造拠点の形成」、「研究開
発の強化」を三本柱に掲げています。県は取り組みをさらに
加速するため、コーディネーターの増員やビジネスマッチング
の機会の強化し、富士市内に開所した実証設備や研究施設
をきっかけに製造拠点化を目指す支援、静岡大学の寄付講
座による研究開発の強化などを挙げました。 
 また、県で最初に取り組んだ企業局内では「国内産業振興
プロジェクトチーム」により、ＣＮＦ開発が見込まれる企業の
ニーズを把握し、他部署とも連携しながら企業局の特徴を生
かし、積極的に取り組むと答弁しました。 
 
３．５年目を迎える富士山女子駅伝の課題について  

 富士山女子駅伝の課題は、沿道の観戦者は増えている
が、テレビの生中継の関東地区における視聴率が低下して
おり、大会の話題性を高め、トップレベルの駅伝大会として認
知度を上げていく必要がある。５年目となる今年は、陸上競
技の専門誌に広告を掲載し、事前告知を図ることや、吉原
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 ４．新しい茶業への挑戦と課題 

県道沿い一色交差点は、歩道

整備が不備で、青葉台小学校

への通学に危険が伴う。地元

の協力を得て改善要望へ。 

国道４６９号（富士南麓道路）

の早期整備に向け、静岡・山

梨県沿線自治体で構成する期

成同盟の総会で支援を表明。 

愛鷹山麓区有林整備に参加。

参加者の高齢化に伴い、若い

人の参加も増えた。境界印が

消えつつあり次回は整備を。 

須津川土手の桜並木。地元住

民が植えて半世紀を超え大き

く成長し、保全が必要。岳南電

車と桜の風景を今後も守る。 

 静岡茶を守れるかどうかの新

聞記事が目に尽きます。 

 本県には、県内で生産・販売

する静岡茶への「着味と着色」を

原則禁止とした「製茶指導取締

条例」があり、生粋の静岡茶のブ

ランドを根幹から守るために、１９

５６年に条例を施行し、以来、６

０年以上に亘りその役割を果た

してきました。しかし、静岡茶は市場で低迷し、茶業の存続に

危機感を持っています。静岡ブランドを守りつつ、消費者の嗜

好に合った新しい茶製品も開発され、特に担い手となる若い人

達の挑戦が目立つようになりました。静岡茶を守りつつ、新たな

茶づくりも可能な仕組みはないか関心が高まっています。 

 私は既に県議会の茶業に関わ

る所管委員会委員として、県か

ら「条例を廃止の方向で検討す

る」と説明を受けています。既に

その情報はマスコミを通じて県民

の皆様に伝えられているところで

すが、その後、「反対」の意思表

示もあり、中には県に条例を維

持するよう要望活動を行った団

体もあると聞いています。 

 この問題に関し、当初は県内

の茶業団体から「改正要望」を

県に提出し、検討した結果、施

行以降、条例に基づく摘発事例

がないこと。静岡茶の品質やブ

ランド化は県内茶業関係者が守

る努力をしてきたこと。近年、フ

レーバーティや新たな清涼飲料

水としての商品開発など多様化が進み、製造するための、条

例に基づく申請手続きが煩雑などから、「廃止」を検討している

との知事答弁もあります。さらに、県内茶産地の首長から反発

が相次いており、県全体での議論が十分でなかったと認めてい

ます。また、県は県民からのパブリックコメントを募りました。 

 私個人としては、「改正」で進

めるべきと考えますが、今後、

議会審議の中で取り上げられ

ることになると思いますので、公

の場で、県が廃止に至った経

緯や、県民の意見などを聞き

ながら、静岡茶を守り、新たな

消費拡大に向けて最善の結果

を求めていきたいと思います。 

商店街を通過するコースへの変更により、年末の商店街のに
ぎわいをより一層盛り上げることや、国境を越えたスポーツ交
流事業への発展を目指し、本県と中国浙江省の３５周年を
記念した、静岡県学生選抜選手と浙江省選手の合同チー
ムも調整しています。 
 
４．県立大学観光学科の方向性について  

 県立大学観光学科の方向性については、本県の柱の一つ
である「観光立県」には優れた人材が必要である。本県の静
岡県立大学と静岡文化芸術大学は、両校とも平成３１年度
の設置に向け、それぞれの特色を生かした「観光学科」を検
討している。今年は、カリキュラムを検討する時期なので、私
は、両大学の持つ特色の他、本県が設置した県内大学で構
成する「大学コンソーシアム」と連携し、本県ならではの「地域
学」の活用と、本県が取り組む観光施策で培ったノウハウの
中から、求める観光人材像を明確にし、８月に予定している
「次期観光躍進基本計画」策定のための懇話会に、両大学
の代表者も参加することから、その場で共有していくことを求
めました。知事は、これらを含め、県が積極的に取り組む姿
勢を明確にしました。 
 
５．子供の野外・自然体験を通じた教育支援について  

 子供の野外・自然体験を通じた教育支援については、幼少
期における自然体験や野外体験の重要性について教育長

の考えを質し、理解を求めると共に、今年３月公
示の新学習指導要領においても、生命の有限性
や自然の大切さ、他者との協働の重要性を実感
するための体験活動の充実が唱われていること
を確認しました。教育長からは、一通りの取り組
み状況の説明がありましたが、十分ではありません。学校の
現場では「いじめ」や「キレる」という事象が絶えることなく発生
し、特に、幼稚園から小学校に入学した直後の「小一プロブレ
ム」は、県教育委員会内で対策を講じています。今回の質問
では、幼少期の自然体験や野外体験がこれらの問題解決に
なると１５年以上前から、国や研究者達が指摘しています
が、それらが十分に取り組まれず、成果を出していないことを
懸念してのことです。今後も機会がある毎に、その重要性と
実現に声を上げていきたいと思います。 
 
６．医師確保の状況と偏在解消について  

 医師確保の状況と偏在解消については、県が取り組む医
学生への支援の確認と、今回、各地の医学部内に地域枠が
設定され、本県は他の地域に比べ地域枠数が多くとられたこ
とから、本県のための医師育成に力が注がれることになり、そ
の背景を確認すること。また、県の医学修学研修資金や
バーチャルメディカルカレッジでの研修や支援制度があるも
のの、卒業後に県内に医師の定着が進まない課題に対し
て、どう取り組むか県の考えなどを質しました。 

野村一郎翁、高橋廣作翁など

富士茶の功労者が多い地域。 

八女茶舗で日本茶本来の楽し

み方を披露する店主。 

燻製茶を開発。若い生産者は

全てを掛けて挑んだという。 

静岡茶の新しい飲み方、高級

ボトル茶はレストランで高評価。 
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またもや北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、周辺諸国に
大きな脅威を与えています。しかも、立て続けに発射す
るたびに、その飛行距離は伸び、日本の排他的経済区域
内に到達するなど、さらに、性能的にはアメリカ本土ま
で到達することもあり得るとしています。 
6月定例会最終日には、「北朝鮮の弾道ミサイル発射

に抗議する決議案」が追加上程され、全会一致で採択さ
れました。 
決議は「国連安保理決議に明白に違反し、国際社会

の平和と安全に極めて重大な脅威を与える。」とし
て、強く非難する内容です。 
県議会では、これまでに北朝鮮に対する本会議での抗

議の決議は７回目となりました。 

 ◆６月議会で決定した国へ提出される意見書 

 ① 障害者の就業機会の拡大を求める意見書   

 ② ニホンウナギ資源の適切な管理と持続的な利用に 

   関する意見書  

 ③ 奨学金制度の充実を求める意見書  

 ④ 海洋ごみの処理推進を求める意見書  

 ⑤ 水素ステーションの整備促進に関する意見書  

 ⑥ 交通安全対策の総合的な充実・強化を求める意見書  

 ◆ホットなつぶやき 

 今年度に入り、様々な業界団体、市民活動団体か
らお誘いをいただき、顧問や理事として就任することが
増えました。中には全く経験のない分野もありますが、
議員だからといって全てを知っているわけではありませ
んので、広く社会を知る良い機会と考え、謙虚に勉強
させていただいています。 

最新の活動情報をブログで配信中。 

静岡県議会議員 

鈴木すみよし 
６月活動報告 

 ５．議会外の視察・研究報告 

 世界遺産厳島、都市緑化、鹿児島茶ＩＣＴ活用、長寿スポーツ、女川の今 

鹿児島県茶市場で見たタブレットを

使った茶の生産情報管理システム。

茶農家は、競りで落とされた茶の品

質をデータ化し、生産に役立てる。 

東日本大震災の際、１８ｍの大津波

で町の大半を失った宮城県女川町

の復興状況を視察。新しい町は高台

に移転途中で、災害に強い町へ。 

「東京ビックサイト」で、静岡茶の新た

な挑戦を実感させる機会を視察。深

蒸し茶などの伝統的なお茶の他、フ

レーバーティなど新しい商品も出展。 

世界遺産厳島神社を訪れ、世界遺産

としてのこれまでの取り組みや課題な

どについて、宮司や地元行政担当者

からお話を伺った。 

静岡県すこやか長寿祭スポーツ文

化交流大会の一コマ。６０歳から７０

歳代までのラガー達がエキジビジョ

ンを披露。普段の鍛錬が大切。 

全国都市緑化よこはまフェア視

察。緑の大切さを認識し花や緑を

守り、楽しみながら知識を深め、快

適で豊かな緑がある街づくりへ。  

発行者：静岡県議会議員 鈴木すみよし事務所

「県政相談窓口」および「らしんばん」連絡先

静岡県富士市比奈1418番地の2〒417-0847 

☎0545-34-0683 FAX.0545-38-0070 

メールアドレス himena@tokai.or.jp 

ホームページ http://sumiyoshi.info/ 

ブログ http://blog.goo.ne.jp/sumiyoshi1956/ 

 県政相談窓口 

 地域の課題、道路・河川等の整備などについてのご相談

窓口です。市と県、国の担当範囲が明確でない場合もあり

ますが、こちらで判断致しますので、区別なくお気軽に問

い合わせ下さい。 

 ご相談いただいた内容については、必要に応じ関係機関

に確認しますが、内容に応じてお時間がかかることもあり

ますので、ご容赦下さい。 

北朝鮮の弾道ミサイル発射に抗議する決議  


